
公募型指名競争入札の注意事項（電子入札以外の即時開札の案件用）  

 

公募型指名競争入札においては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、高松市病院事業会計規程（平成

２３年高松市病院局管理規程第３４号）第７２条において準用する高松市契約

規則（昭和３９年高松市規則第３６号）、高松市病院局契約事務取扱要綱第（平

成２３年４月８日施行）１項において準用する高松市契約事務処理要綱（昭和

４３年高松市庁達第８号）、高松市病院局公募型指名競争入札実施マニュアル

（平成２３年４月８日施行）、高松市病院局公募型指名競争入札実施マニュアル

運用基準（平成２３年４月８日施行）及び高松市病院局入札参加者心得（電子

入札以外の案件用）（平成２３年４月８日施行）等関係法令その他指示事項を承

知の上、参加してください。  

虚偽記載の禁止  

公募型指名競争入札に係る申請書類等に虚偽の記載をし、工事等の契約の

相手方として不適当と認められるときは、高松市指名停止等措置要綱（平成

２４年高松市告示第４０３号）に基づき処分されます。  

予定価格の公表  

公募型指名競争入札の予定価格は、工事については開札後（落札者が決定

された場合に限る。）に、業務委託については詳細情報を公表する際に公表し

ます。  

入札金額の記載要領  

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の８に相当す

る額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）をもって落札金額とするので、入札者は、次の要領で金額を記

載してください。  

(１ ) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００）に相当する金額を入

札書に記載してください。  

(２ ) 入札書の金額欄には、アラビア数字を用い、頭数字の前に￥の字を記

載してください。  



(３ ) 記載事項を訂正するときは、誤字に２重線を引き、上部に正書し、欄

外にその旨を明記して押印してください。ただし、金額の訂正は認めませ

ん。  

入札書を提出する前に  

入札書を提出する前に、入札書の下記の箇所に誤りが無いか十分点検して

ください。  

(１ ) あて先  高松市病院事業管理者  

(２ ) 日付（開札予定日を記載）  

(３ ) 住所  

(４ ) 入札者の氏名（法人においては名称及び代表者の氏名）  

(５ ) 工事名又は業務名  

(６ ) 金額（税抜き）入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効となります。  

(１ ) 委任状の提出がない代理人のした入札  

(２ ) 同一の入札について、２以上の入札書を提出したもの  

(３ ) 文字の解読し難いもの又はこれを改ざんして押印のないもの  

(４ ) 記名押印のないもの  

(５ ) 共謀結託したと認められる者のした入札  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者（以下｢管理者｣という。）

が特に指定した事項に違反したもの  

開札の方法  

１  即時に行い、各入札者の入札金額が予定金額の制限の範囲内になく、か

つ、最低制価格未満であるときは、直ちに再度の入札を行います。この場

合、初回の入札において無効の入札をした者及び失格となった者は、再度

の入札に参加することができません。  

２  入札執行回数の限度は、初回の入札及び再度の入札を合せて２回としま

す。  

３  再度の入札をする場合において、初回の開札の結果発表した最低入札金

額以上の金額で入札した者は、失格とします。  

４  落札者が決定した場合は、直ちに口頭で発表します。落札者は、予定価



格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、

最低の価格をもって入札した者とします。  

５  落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに、くじに

より落札者を決定します（くじの辞退はできません。）。  

入札の停止、中止及び取消し  

１  辞退等により、入札参加者が１者となったときは、入札の執行を取りや

めます。  

２  １のほか、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと

認めるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消すことがあります。  

落札者  

１  契約書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか、免税事業者であるかの確認が必要です。別途指示する期限までに

免税事業者届出書が提出された場合は免税事業者として取り扱い、期限ま

でに提出のない場合は課税事業者として取り扱います。  

２  上記１のほか、契約手続について、高松市病院事業管理者又は入札執行

者の指示に従ってください。  

異議の申立て  

入札者は、入札後は、入札参加者心得やこの注意事項等入札条件の不知又

は内容の不明を理由として、異議を申し立てることができません。  

問い合わせ  

公募型指名競争入札については、高松市病院局新病院整備課（℡８３９－

２６９６）にお問い合わせください。  


